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除染土の「再生利用」の構図

• 2012.7 福島復興再生基本方針

→中間貯蔵開始後30年以内に県外で最終処分

• 2014.12 JESCO法に異例の規定（第3条2）

→政府にとっては除去土壌の中間貯蔵施設への搬入を可
能な限り少なくすることが至上命令に。

→ここから「土壌は本来貴重な資源」との認識が前面に
出てくるように。

• 今回、「復興再生利用」という新たな言葉も出てきた。

※核燃料サイクルの正当化のために用いられる「使用済み
核燃料は再利用可能な資源」という言説と似た建前。

➢放射能汚染という事態に向きあわず、再生利用など困難
な物を強引に「資源」と位置づけ、当面のつじつまを合
わせようとし、「理解」を醸成しようとする動きは、高
レベル廃棄物（ガラス固化体）の最終処分と同じ構図。

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/



（中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討WG 2022年8月3日 http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/）

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/


除染土の再生利用：何に基づいて行われるのか？
• 放射性物質汚染対処特措法
第41条 除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定
める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなけれ
ばならない。 →政府はこの「処分」の一環だという

• 処分 ①基準に照らして処理すること。事柄に決りをつけること。

（ア）始末をつけること。・・・ （『広辞苑』第七版）

• 廃棄物処理法における「処分」

第1条 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理

→処分と再生は本来、別の概念。ただし、平成初期にリサイクルを推進
するため、法改正を経て処分に再生を含むようになってはいる（法第6
条の2）。しかし、あくまで法の上では別の概念。

• 再生利用や埋立処分に関する基準について定められた環境省令はない。再
生利用の具体的な基準はいまだ定められていない。（会計検査院による報
告書、2021年5月、135ページ）

→この基準を省令として定める必要があるもの



• 環境省「災害廃棄物安全評価検討会」（非公開→後に資料公開）で決定。処理にともなう被ばく
線量が「1ミリSv/年」、最終処分後「10μSv/年」に相当する基準とされた。

• 「100Bq/kgは再利用できる、8000Bq/kgは安全に処理できる基準」（環境省、2012年2月）

（国立環境研究所・大迫政浩氏の日本エネルギー学会リサイクル部会講習会発表資料より）



なぜこのようなことが
行われるようになったのか？
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土壌は「本来貴重な資源」
• 最終処分が必要となる量を減少させるためには、本来貴重な
資源である土壌からなる除去土壌等を何らかの形で利用する
ことが考えられるが、放射性物質を含む除去土壌等はそのま
までは利用が難しい。このため、適切な前処理や汚染の程度
を低減させる分級等の物理処理を実施することで放射能濃度
の低い土壌等を分離し、用途先で用いられる部材の条件に適
合するよう品質調整等を行い、管理主体や責任主体が明確と
なっている一定の公共事業等に限定し再生利用する。･･･中
間貯蔵施設への輸送の負担の軽減等の観点から、地元の理
解・信頼を得て再生資材の利用が可能である場合には、除去
土壌等の減容・再生利用を中間貯蔵施設への搬入前に実施す
ることも検討する。

• 情報の発信、コミュニケーション（双方向の情報交換）、実
証的又はモデル的な再生利用の取組等を通じ、安全・安心に
対する全国民的な理解・信頼の醸成とともに、再生利用に関
するステークホルダーを明確にした上で、その各主体の理
解・信頼の醸成を図る。この際、特に再生利用先の創出や社
会的受容性向上のために、幅広いステークホルダーに対する
インセンティブが不可欠であり、関係する府省庁、自治体等
と連携して、経済的・社会的・制度的側面から検討を進める。

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/
環境省環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」（2016年4月）および同「戦略目標の達成に向
けた見直し」（2019年3月）



特措法の拡大解釈に基づく「再生利用」
• 事故直後の2011年6月3日に原子力安全委員会が示した「東京電力株式会社福島第一
原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考
え方について」では、再利用と処理・輸送・保管、そして処分は明確に分けられて
いる。

• 廃棄物処理法においても「処理」の概念の下、「再生」と「処分」は明確に分けら
れている。

• 「処分の一環として再生利用が認められる」との政府の説明は、他の法令と整合し
ない点で無理がある。

• 仮に、特措法における「処分」の概念規定が特異的に広いのであれば、その特異
性・異常性がもたらす弊害を直視し、先に是正しなければならない。

• 行政機関が拡大解釈ないし恣意的な解釈をすることによってしか、除去土壌の再生
利用に法的正当性が担保できないとすれば、その方針は撤回されるべき。

原子力市民委員会声明「環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」（2020年2月）



（中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術等検討WG 2022年9月12日 http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/）

2022年の時点で、減容化
技術WGは1282万m3の除去
土壌（除染土）のうち、
2.2万m3を除いて、全て
「再生利用」するシミュ
レーション。

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/


現時点ではどこまで再生利用されるのか判然としない

中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループ（第9回、2024年12月26日）
資料1-4 復興再生利用に係るガイドライン（案）
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/wg_241226.html
中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第17回、2024年10月3日）
資料1-2 各ワーキンググループ等の検討状況 
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_241003_02.html

https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/wg_241226.html
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_241003_02.html


（参考）事故後の政策的対処の経過 その１
• 2005年 クリアランス制度：放射能濃度の低い放射性廃棄物を通常の廃棄
物として再利用/処分できる制度 10μSv/年→これ以上は「放射性」

• 2011年の事故直後（主に廃棄物への対応方針をめぐる過程）

➢クリアランスレベルは･･･自然放射線量よりも低いレベルで設定･･･今回の災害廃棄物に
当てはめることは適当ではない［環境省 2011.5.2］※1 →現状追認

☆クリアランス 0.001μSv/時 ★東京 0.07μSv/時（4月29日）

➢再利用はクリアランス基準以下、処理は周辺住民の受ける線量が1mSv/年以内、処分は周
辺住民の受ける線量が 10μSv/年以下」［原安委 6月3日］※2

➢8000ベクレル/kg以下の脱水汚泥等は、跡地を居住等の用途に供しないこととした上で、
適切な対策を講じた埋立処分が可能。8000～100000ベクレル/kgの場合には原安委の示す
「めやす」をクリアすれば埋立処分が可能。［原子力災害対策本部 6月16日］※3

➢焼却や再生利用で埋立処分量を減少させることが望ましい。8000Bq/kg以下の主灰は管理
型最終処分場で埋立可能。汚染されたおそれのある廃棄物もクリアランスレベル以下に
なるよう管理されていれば再生利用可能。利用の時点でクリアランスレベルを超える場
合も対策を講じつつ管理された状態で利用可能。［環境省 2011.6.23］※4

➢8月 放射性物質汚染対処特措法 制定

※1 環境省「福島県内の災害廃棄物の当面の取扱い」（2011年5月2日）
※2 原子力安全委員会「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」（2011年6月3日）
※3 原子力災害対策本部「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」（2011年6月16日）
※4 環境省「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」（2011年6月23日）



（参考）事故後の政策的対処の経過 その２
• 除染を中心とする「環境回復」

➢当面の間、市町村またはコミュニティ毎に仮置が現実的。長期的に管理が必要
な処分場や安全性の確保については国が責任を持つ。［原災本部 2011.8.26］
※1

➢中間貯蔵施設は安全管理を一元的・集中的に行うことの重要性等を考慮し、都
道府県毎に1ヶ所程度確保。大量に発生する福島県にのみ設置。他県では既存
の処分場を活用。国は貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了する。
［環境省 10月29日］※2

→ 福島復興再生基本方針（2012.7）で閣議決定

→ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法（2014.12）いわゆるJESCO法

「国は･･･中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために
必要な措置を講ずる」（法第3条2） →2015年から搬入開始＝2045年

➢国直轄で宅地23000件、農地・森林・道路計18000ha／市町村除染で宅地・公共
施設59万件、農地・森林37000ha、道路24000km実施。

➢福島県内の除去土壌の発生見込量は最大で2200万立米（2016.4）→1330万立米
（2019.3 ただし帰還困難区域の除染で発生する土壌は含まず）。全量最終処
分は実現性が乏しい。［環境省 2016.4、2019.3］※3

※1 原子力災害対策本部「除染に関する緊急実施基本方針」（2011年8月26日）
※2 環境省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方に

ついて」（2011年10月29日）
※3 環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」（2016年4月）

および同「戦略目標の達成に向けた見直し」（2019年3月）

http://josen.env.go.jp/area/

http://josen.env.go.jp/zone/



（参考）事故後の政策的対処の経過 その３
• 福島では「環境回復」から「環境再生」へ・・・

➢遮蔽効果を有する資材により地表面から30cmの厚さを確保することで、
3000Bq/kg程度までの資材を利用可能。より高い濃度の資材を用いる場
合には、地表面からの厚さ増が必要。［環境省 2011.12.27］※1

➢「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」を2015
年に設置。南相馬市（仮置場）、飯舘村（農地造成）、中間貯蔵施設
内（公募）で実証事業。二本松市（道路路床材）と南相馬市（常磐
道）では住民の理解を得られず。

➢2020年初頭にパブコメにかけた特措法省令改正は見送りに。「福島県
内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引き
（案）」も案のまま宙に浮いた状態。※2

→省令という形で根拠を与えようとするのが現下の動き

福島県外では・・・

➢「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」（2017年設置）

➢東海村と那須町で実証。丸森町でも2021年から。※3
※1 環境省「管理された状態での災害廃棄物 （コンクリートくず 等）の再生利用について」（2011年12月27日）
※2 原子力市民委員会声明「 環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあ

り方を再構築せよ」http://www.ccnejapan.com/?p=10796
環境省の「手引き（案）」は http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/proceedings_191219_02-02.pdf

※3 検討チーム会合資料（2020年12月15日） http://josen.env.go.jp/material/disposal_of_soil_removed/006.html

http://josen.env.go.jp/kyoten/index.html

（除去土壌の処分に関する検討チーム会合、資料3、2017年9月4日）
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